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核燃料安全基本部会の設置について（案） 
 

令和２年１２月１５日 

核燃料安全専門審査会 

 

１．所掌事務 

原子力規制委員会から核燃料安全専門審査会へ指示のあった事項のうち、火

山部会、地震・津波部会への付託事項以外の以下について、調査審議（事業者

からの聴取を含む）し、原子力規制委員会に対し助言を行うこととする。 

 国内外で発生した事故・トラブル及び海外における規制の動向に係る情

報の収集・分析を踏まえた対応の要否について調査審議を行い、助言を

行うこと。 

 令和２（2020）年１月に実施されたＩＲＲＳ（ＩＡＥＡの総合規制評価

サービス）のフォローアップミッションの結論（輸送に係る結論を含む）

を受けた、原子力規制委員会の対応状況について評価や助言を行うこと。 

 令和２（2020）年４月に施行された新たな原子力規制検査制度に係る規

制機関及び事業者における実施状況について調査審議を行い、助言を行

うこと。 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の

２９の規定に基づく発電用原子炉設置者が行う発電用原子炉施設の安

全性の向上のための評価について事業者から聴取し、その活用方法に関

し、助言を行うこと。 

 

２．部会の名称 

「核燃料安全基本部会」とする。 

 

３．部会の構成員 

別紙のとおり 

 

４．部会の議決 

１．所掌事務に係る事項については、部会の議決をもって審査会の議決とする。 
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核燃料安全専門審査会「核燃料安全基本部会」の構成員 

 

令和２年１２月１５日現在 

審査委員 

 宇根﨑
う ね さ き

 博信
ひろのぶ

 国立大学法人京都大学複合原子力科学研究所 教授 

 榎田
えのきだ

 洋一
よういち

 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院工学研究科 

教授 

 勝田
かつた

 忠広
ただひろ

 明治大学法学部 専任教授 

 桐島
きりしま

 陽
あきら

 国立大学法人東北大学多元物質科学研究所 教授 

 黒﨑
くろさき

 健
けん

 国立大学法人京都大学複合原子力科学研究所 教授 

 角
すみ

 美奈子
み な こ

 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター放射線治療科 

部長 

 高木
たかぎ

 郁二
いくじ

 国立大学法人京都大学大学院工学研究科 教授 

 高田
たかだ

 毅士
つよし

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

安全研究・防災支援部門 リスク情報活用推進室長 

 中村
なかむら

 武彦
たけひこ

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

安全研究・防災支援部門安全研究センター センター長 

 松尾
まつお

 亜紀子
あ き こ

 慶應義塾大学理工学部 教授 

 山本
やまもと

 章夫
あきお

 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院工学研究科 

教授 

 吉田
よしだ

 浩子
ひろこ

 国立大学法人東北大学大学院薬学研究科 准教授 

 吉橋
よしはし

 幸子
さちこ

 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学核燃料管理施設 

准教授 

合計１３名（敬称略、５０音順） 

 

 


